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大分県農林水産部

林業・木材産業制度資金のご案内林業・木材産業制度資金のご案内

災害復旧就業促進経営安定森林整備機械・施設の導入運転資金

実施したい事業内容

資金の目的

土地
森林

※1 国庫補助金の残額には利用できません　※2 各種要件があります　●利率は令和6年1月18日時点のものを掲載しています
◎本パンフレット掲載の内容について、法令等の改正により変更になっている場合がございます。最新の内容はお問い合わせください
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資金名

①林業・木材産業改善資金　※1 無利子
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●④特定災害対策緊急資金

⑤農山漁村女性・若者活動支援資金
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公
庫
資
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据置
期間
(年以内)

償還
期間
(年以内)

貸付金利
(％)

事業経営
改善合理化
資金

木材高度
加工資金

木材安定
供給資金

林業経営
改善資金

林業基盤
整備資金

林業経営
育成資金

森林整備活性化資金

林業構造改善事業推進資金

農林漁業施設資金

振興山村・過疎地域経営改善資金

新規用途事業等資金

中山間地域活性化資金

農林漁業セーフティネット資金

素材生産等促進資金

新規需要創出資金

木材高度加工資金

林業経営高度化推進資金

伐採・造林一貫作業推進資金

木材安定供給資金

造林

樹苗養成施設

林道

利用間伐推進

伐採調整

森林取得 

育林 

生産方式合理化

※2

※2

※2

※2 ※2

林のみ

⑤農山漁村女性・若者活動支援資金（女性・若者）
　経営への参画や農林水産加工等の起業を目指す、女性や後継者の活動を支援する資金です 

農山漁村女性 ： 女性農林漁業者又はその組織する団体                  
農山漁村若者 ： 現に農林漁業を主たる職業とする生産者又は将来農林漁業経営を実質的に承継すると認
　　　　　　   められる後継者で１８歳以上５０歳未満

貸付対象者

貸付対象事業 貸付利率資金の種類 償還期間 据置期間 貸付限度額
作業環境整備等を行うのに必要な資金

女性活動資金

若者育成資金

生産物を調理・加工・飲食営業する施設､直売施設

後継者の農林漁業生産に係る必要な施設整備 (就業5年以内)※

農山漁村若者が居住する住宅の新築・増改築費用

結婚準備に必要な資金

無利子
１０年以内
（左記※に係る資
金は17年以内）

2年以内
（左記※に係る
資金は５年以内）（左記※に係る資金は個人1,800万円）

個人200万円
団体500万円

個人６００万円

個人15０万円

独立行政法人 農林漁業信用基金 の信用保証制度

資金に関するお問い合わせ

　林業・木材産業者が銀行等の融資機関から資金を借り入れる場合、一定の出資と保証料をお支払いいただくことにより、
農林漁業信用基金がその債務を保証する制度があります。　出資金は保証利用終了後に払い戻しができます

保証割合資金の種類 対象者 保証料率（注3） 出資額

○一般資金 ８０％保証 造林・育林・素材生産者・木材
産業者・林業種苗生産者等

０．２０％
～

１．８０％

０．1５％
～

１．３５％

一般資金

○林業・木材産業改善資金（転貸）
○木材産業等高度化推進資金
○合理化資金　○林業経営改善資金
○木材安定供給確保事業資金

原則
８０％保証
（注1）

造林・育林
素材生産者
木材産業者等

制度資金

保証額÷４５
（注2）

※１ 融資の際には、県の審査があります　※２ 大分県農業信用基金協会の保証等が必要です

（注１） 個別審査によっては、１００％保証が可能となる場合があります　　　　（注２） 令和6年1月18日現在の保証倍率
（注３） 保証料率は事業者の財務内容によります
※保証を受ける際には、農林漁業信用基金の審査があります。詳細は農林漁業信用基金、銀行等窓口でご相談ください
※１名以上の連帯保証人が原則必要です（法人は代表者を含みます）　※条件によっては無保証人保証とすることができます

独立行政法人農林漁業信用基金（林業信用保証制度）に関する問い合わせ先 ☎０３－３４３４－７８２５
〒105-6228 東京都港区愛宕２－５－１（愛宕グリーンヒルズMORIタワー２８階）

東部振興局　 農山漁村振興部　林業・木材・椎茸班
中部振興局 　農山漁村振興部　林業・木材・椎茸班
南部振興局　 農山漁村振興部　林業・木材・椎茸班
豊肥振興局 　農山村振興部　   林業・木材・椎茸班
西部振興局 　農山村振興部   　林業・木材・椎茸第一・二班
北部振興局 　農山漁村振興部　林業・木材・椎茸班
大分県農林水産部　 団体指導・金融課　
（株）日本政策金融公庫　大分支店
（独法）農林漁業信用基金（林業部門）　

☎０９７８－７２－０１５６
☎０９７－５０６－５７４６
☎０９７２－２２－０３９３
☎０９７４－６３－１１７４
☎０９７３－２２－２５８５
☎０９７８－３２－０６２２
☎０９７－５０６－３６１３
☎０９７－５３２－８４９１
☎０３－３４３４－７８２５

大分県農林水産
ポータルサイト 団体指導・金融課

◎最新の利率、内容等を大分県ホームページ「林業・木材産業制度資金のご案内」にてご覧いただけます



資金の種類

※１　融資の際には、県の審査があります。 国庫補助金の残額には利用できません
※２　転貸（金融機関を通した貸付）の場合は独立行政法人農林漁業信用基金による信用保証制度が利用できます（原則80％保証）
　　  転貸の取扱実績がある金融機関：大分銀行・大分県信用組合・日田信用金庫
※３　直貸（６００万円以下に限る）の場合は貸付金額に応じた人数の保証人が必要です。　直貸の事務委託機関：大分県森林組合連合会・各森林組合（再委託）・大分県木材協同組合連合会

①林業・木材産業改善資金（設備資金）
　林業・木材産業経営の改善等又は林業・木材産業経営開始等を目的として、生産性の向上、品質の向上に役立つ機械・施
設の導入等を行う際の無利子の設備資金です 

①林業従事者たる個人、その組織する団体、林業を行う法人
②木材産業に属する事業（木材製造業、木材卸売業、木材市場業）を営む者、その組織する団体 等

貸付対象者

貸付対象事業 貸付利率 償還期間 据置期間 貸付限度額

②木材産業等高度化推進資金（運転資金）
　木材の生産又は流通を行う事業者が事業の合理化を推進する場合、林業者が林業経営の改善を推進する場合及び共同
して木材の安定供給の確保を推進する場合に利用できる短期運転資金です

知事から合理化計画、林業経営改善計画又は木材安定供給確保事業計画の認定を受けた①～③の者
①森林所有者、森林組合、森林組合連合会、その他の森林所有者の組織する団体
②素材生産業者、木材製造業者、木材卸売業者、木材市場開設者等及びその組織する団体
③木材輸送業者、木材製品利用事業者等（注１）

貸付対象者

貸付対象事業

素材生産等促進資金 素材生産、素材引取等

新規需要創出資金 新規需要木材製品製造

木材高度加工資金 ＪＡＳ無垢材原料素材引取等

林業経営高度化推進
資金

造林に必要な資金

伐採・造林一貫作業
推進資金

伐採・造林一貫作業に必要
な資金

木材安定供給資金

事業経営改善
合理化資金

木材高度加工資金

林業経営改善資金

木材安定供給資金 素材生産、素材引取、輸送、
木材製品利用経費等（注１）

貸付利率（％）
保証なし 保証付き

償還
期間 貸付限度額

１億円
（特認２億円
・４億円・５億円）

１．２０
（１．１０）
[０．９０]

１．６０
（１．５０）
[１．３０]

１年
以内

１億円[０．９０][１．３０]

【新たな林業部門の経営の開始】
●新たに素材生産業やきのこ栽培を開始するため必要な機械、施設の導入

【新たな木材産業部門の経営の開始】
●新たに木材製品生産や木材市場業等を開始するため必要な機械、施設の導入

【林産物の新たな生産方式の導入】
●生産性の向上、品質の向上等に役立つ機械・施設の導入
　高性能林業機械、グラップル、菌床椎茸栽培施設、椎茸乾燥機、木材乾燥施設等

【林産物の新たな販売方式の導入】
●販売量拡大やコスト低減に役立つ林産物の流通用機械・施設等の導入(ＩＴ等)

【林業労働に係る安全衛生施設の導入】
●防振装置付きチェンソー、無線機器等

【林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入】
●休憩室、更衣室、トイレ等

無利子
１０年以内
（一部特例あり）

３年以内
（一部特例あり）

個人1,500万円
会社3,000万円
団体5,000万円
（ただし、団体が木材
産業に係る事業を実
施する場合は１億円）

【貸付利率は令和6年1月18日現在】

【貸付利率は令和6年1月18日現在】

１億円
（特認２億円）[０．９０][１．３０]

５，０００万円
（特認１．５億円）1.20１．６０

１億円
（特認２億円）

（１．１０）
[０．９０]

（１．５０）
[１．３０]

３億円
（特認４億円）[０．９０][１．３０]

（注１） 林業施設整備等利子助成事業により最大２％の利子助成を受けることができます（予算に限りがあります）。国庫補助残融資が可能です

③日本政策金融公庫資金（農林水産事業）
　日本政策金融公庫が融資する、林業生産力の維持増進に必要な長期かつ低利の資金です。補助金(国)の残額にも対
応できる資金があります
 

林業を営む者又はその者の組織する法人貸付対象者

貸付対象事業 貸付利率
（％）資金の種類 償還期間

（年以内）
据置期間
（年以内）

貸付限度額（AかBの低い額）
Ａ融資額（万円） Ｂ融資率（％）

林業基盤整備
資金

森林整備活性化資金

新規用途事業等資金
中山間地域
活性化資金

人工植栽、天然林改良、育林等
樹苗養成施設
林道・作業道の改良、復旧等

造林・利用間伐

林業経営育成
資金

林業構造改善
事業推進資金

振興山村・過疎地
域経営改善資金

農林漁業施設
資金（注１）

農林漁業
セーフティ
ネット資金

林地、分収林の取得
森林の保育、保護、保全等の育林
生産方式の合理化に必要な資金

利用間伐に必要な資金、公庫資金等の
償還円滑化のための資金

林業・木材産業構造改革事業計画に
基づいて行う林業施設の造成等
林産物の生産等に必要な共同利用施設の造成等

間伐材又は椎茸に係る新規用途採用
中山間地域の加工流通施設の造成等
林業生産環境施設の造成等

経営の維持・安定に必要な長期運転資金

素材生産用施設、林産物処理加工・流通販売
施設、森林レクリエーション施設造成等
振興山村又は過疎地域における素材等の生産施
設、造林並びに林産物の処理加工施設等の取得

保安林における利用伐期齢以上の立木の維持
（禁伐、択伐の取扱を受ける場合等を除く）

0.60～1.15 30～55 20～35 － 80、計画森林90

【貸付利率は令和6年1月18日現在】

④災害対応資金
　日本政策金融公庫が融資する、災害の復旧等に必要な資金に県が上乗せ利子補給を行います

林業を営む者又はその者の組織する法人貸付対象者

貸付対象事業 貸付利率
（％）

融資率
（％）資金の種類 償還期間

（年以内）
据置期間
（年以内） 貸付限度額（万円）

知事が特定災害として指定した場合に発
動される、被害林業者に対する実質無利子
の施設取得・復旧資金や長期運転資金
※対象となる制度資金（農林漁業セーフテ
ィネット資金及び農林漁業施設資金）に上
乗せ利子補給

特定災害対策
緊急資金

林業者の方が不慮の災害や社会的・経済
的な環境の変化等によって売上が減少し、
資金繰りに支障をきたしている場合等に
経営の維持安定に必要な長期運転資金

農林漁業
セーフティ
ネット資金

災害に被災した施設等の改良・造成・取得
に必要な資金

農林漁業施設
資金（災害復旧）

各資金の規定による
※以下参照

0.60～0.85 15 3
600

－

0.60～1.00 15 3 300 80

0.60～1.15 15 5 － 80
0.60～1.15 20・25 3～7 － 80、集落排水100

1.00 20 20 － 利用間伐100
償還円滑化90

1.00 30 30 貸付対象立木の評価額
の範囲内で400/人 －

無利子 30 20 － 負担する額の2/7以内
0.60～1.00 25・35 25 個人1,000～ 7,000

法人3,000～100,000 80
特認1001.00 20 20

1.15 10 2 －
1.00～2.15 20 3 個人1,300～30,000

法人2,600～30,000 80

1.00～1.35 20 3 －

1.00～1.15 15 3 300～ 30,000
80

1.00～2.15 25 8 個人1,300～2,600
法人5,200～50,000 80

1.15～1.35 15 3 － 80
0.65～1.10 15 3 － 80
1.00 25 8 － 80

0.60～0.85 15 3

一般　600
特認 年間経営経
費等の6/12以内 －

（注１）　各種要件があります
※１　貸付利率における保証付きの利率は、債務保証（１００％機関保証）を利用する場合に適用されます
※２　貸付利率における（　　）は３倍協調資金の利率、[　　　]は２倍協調資金の利率です。木材取扱量等により貸付利率が異なります
※３　融資を受ける際には、金融機関等の審査があります（当資金取扱金融機関：大分銀行）
※４　独立行政法人農林漁業信用基金による信用保証制度が利用できます（原則80％保証）

（簿記記帳を行ってお
り、特に必要と認められ
る場合)

日本政策金融公庫資金（農林水産事業）に関する問い合わせ先 日本政策金融公庫大分支店　☎０９７－５３２－８４９１
〒870-0034　大分市都町２丁目１番１２号

（一定の要件を満たす場合は、
年間経営費の6/12又は粗収
益の6/12のいずれか低い額）



資金の種類

※１　融資の際には、県の審査があります。 国庫補助金の残額には利用できません
※２　転貸（金融機関を通した貸付）の場合は独立行政法人農林漁業信用基金による信用保証制度が利用できます（原則80％保証）
　　  転貸の取扱実績がある金融機関：大分銀行・大分県信用組合・日田信用金庫
※３　直貸（６００万円以下に限る）の場合は貸付金額に応じた人数の保証人が必要です。　直貸の事務委託機関：大分県森林組合連合会・各森林組合（再委託）・大分県木材協同組合連合会

①林業・木材産業改善資金（設備資金）
　林業・木材産業経営の改善等又は林業・木材産業経営開始等を目的として、生産性の向上、品質の向上に役立つ機械・施
設の導入等を行う際の無利子の設備資金です 

①林業従事者たる個人、その組織する団体、林業を行う法人
②木材産業に属する事業（木材製造業、木材卸売業、木材市場業）を営む者、その組織する団体 等

貸付対象者

貸付対象事業 貸付利率 償還期間 据置期間 貸付限度額

②木材産業等高度化推進資金（運転資金）
　木材の生産又は流通を行う事業者が事業の合理化を推進する場合、林業者が林業経営の改善を推進する場合及び共同
して木材の安定供給の確保を推進する場合に利用できる短期運転資金です

知事から合理化計画、林業経営改善計画又は木材安定供給確保事業計画の認定を受けた①～③の者
①森林所有者、森林組合、森林組合連合会、その他の森林所有者の組織する団体
②素材生産業者、木材製造業者、木材卸売業者、木材市場開設者等及びその組織する団体
③木材輸送業者、木材製品利用事業者等（注１）

貸付対象者

貸付対象事業

素材生産等促進資金 素材生産、素材引取等

新規需要創出資金 新規需要木材製品製造

木材高度加工資金 ＪＡＳ無垢材原料素材引取等

林業経営高度化推進
資金

造林に必要な資金

伐採・造林一貫作業
推進資金

伐採・造林一貫作業に必要
な資金

木材安定供給資金

事業経営改善
合理化資金

木材高度加工資金

林業経営改善資金

木材安定供給資金 素材生産、素材引取、輸送、
木材製品利用経費等（注１）

貸付利率（％）
保証なし 保証付き

償還
期間 貸付限度額

１億円
（特認２億円
・４億円・５億円）

１．２０
（１．１０）
[０．９０]

１．６０
（１．５０）
[１．３０]

１年
以内

１億円[０．９０][１．３０]

【新たな林業部門の経営の開始】
●新たに素材生産業やきのこ栽培を開始するため必要な機械、施設の導入

【新たな木材産業部門の経営の開始】
●新たに木材製品生産や木材市場業等を開始するため必要な機械、施設の導入

【林産物の新たな生産方式の導入】
●生産性の向上、品質の向上等に役立つ機械・施設の導入
　高性能林業機械、グラップル、菌床椎茸栽培施設、椎茸乾燥機、木材乾燥施設等

【林産物の新たな販売方式の導入】
●販売量拡大やコスト低減に役立つ林産物の流通用機械・施設等の導入(ＩＴ等)

【林業労働に係る安全衛生施設の導入】
●防振装置付きチェンソー、無線機器等

【林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入】
●休憩室、更衣室、トイレ等

無利子
１０年以内
（一部特例あり）

３年以内
（一部特例あり）

個人1,500万円
会社3,000万円
団体5,000万円
（ただし、団体が木材
産業に係る事業を実
施する場合は１億円）

【貸付利率は令和6年1月18日現在】

【貸付利率は令和6年1月18日現在】

１億円
（特認２億円）[０．９０][１．３０]

５，０００万円
（特認１．５億円）1.20１．６０

１億円
（特認２億円）

（１．１０）
[０．９０]

（１．５０）
[１．３０]

３億円
（特認４億円）[０．９０][１．３０]

（注１） 林業施設整備等利子助成事業により最大２％の利子助成を受けることができます（予算に限りがあります）。国庫補助残融資が可能です

③日本政策金融公庫資金（農林水産事業）
　日本政策金融公庫が融資する、林業生産力の維持増進に必要な長期かつ低利の資金です。補助金(国)の残額にも対
応できる資金があります
 

林業を営む者又はその者の組織する法人貸付対象者

貸付対象事業 貸付利率
（％）資金の種類 償還期間

（年以内）
据置期間
（年以内）

貸付限度額（AかBの低い額）
Ａ融資額（万円） Ｂ融資率（％）

林業基盤整備
資金

森林整備活性化資金

新規用途事業等資金
中山間地域
活性化資金

人工植栽、天然林改良、育林等
樹苗養成施設
林道・作業道の改良、復旧等

造林・利用間伐

林業経営育成
資金

林業構造改善
事業推進資金

振興山村・過疎地
域経営改善資金

農林漁業施設
資金（注１）

農林漁業
セーフティ
ネット資金

林地、分収林の取得
森林の保育、保護、保全等の育林
生産方式の合理化に必要な資金

利用間伐に必要な資金、公庫資金等の
償還円滑化のための資金

林業・木材産業構造改革事業計画に
基づいて行う林業施設の造成等
林産物の生産等に必要な共同利用施設の造成等

間伐材又は椎茸に係る新規用途採用
中山間地域の加工流通施設の造成等
林業生産環境施設の造成等

経営の維持・安定に必要な長期運転資金

素材生産用施設、林産物処理加工・流通販売
施設、森林レクリエーション施設造成等
振興山村又は過疎地域における素材等の生産施
設、造林並びに林産物の処理加工施設等の取得

保安林における利用伐期齢以上の立木の維持
（禁伐、択伐の取扱を受ける場合等を除く）

0.60～1.15 30～55 20～35 － 80、計画森林90

【貸付利率は令和6年1月18日現在】

④災害対応資金
　日本政策金融公庫が融資する、災害の復旧等に必要な資金に県が上乗せ利子補給を行います

林業を営む者又はその者の組織する法人貸付対象者

貸付対象事業 貸付利率
（％）

融資率
（％）資金の種類 償還期間

（年以内）
据置期間
（年以内） 貸付限度額（万円）

知事が特定災害として指定した場合に発
動される、被害林業者に対する実質無利子
の施設取得・復旧資金や長期運転資金
※対象となる制度資金（農林漁業セーフテ
ィネット資金及び農林漁業施設資金）に上
乗せ利子補給

特定災害対策
緊急資金

林業者の方が不慮の災害や社会的・経済
的な環境の変化等によって売上が減少し、
資金繰りに支障をきたしている場合等に
経営の維持安定に必要な長期運転資金

農林漁業
セーフティ
ネット資金

災害に被災した施設等の改良・造成・取得
に必要な資金

農林漁業施設
資金（災害復旧）

各資金の規定による
※以下参照

0.60～0.85 15 3
600

－

0.60～1.00 15 3 300 80

0.60～1.15 15 5 － 80
0.60～1.15 20・25 3～7 － 80、集落排水100

1.00 20 20 － 利用間伐100
償還円滑化90

1.00 30 30 貸付対象立木の評価額
の範囲内で400/人 －

無利子 30 20 － 負担する額の2/7以内
0.60～1.00 25・35 25 個人1,000～ 7,000

法人3,000～100,000 80
特認1001.00 20 20

1.15 10 2 －
1.00～2.15 20 3 個人1,300～30,000

法人2,600～30,000 80

1.00～1.35 20 3 －

1.00～1.15 15 3 300～ 30,000
80

1.00～2.15 25 8 個人1,300～2,600
法人5,200～50,000 80

1.15～1.35 15 3 － 80
0.65～1.10 15 3 － 80
1.00 25 8 － 80

0.60～0.85 15 3

一般　600
特認 年間経営経
費等の6/12以内 －

（注１）　各種要件があります
※１　貸付利率における保証付きの利率は、債務保証（１００％機関保証）を利用する場合に適用されます
※２　貸付利率における（　　）は３倍協調資金の利率、[　　　]は２倍協調資金の利率です。木材取扱量等により貸付利率が異なります
※３　融資を受ける際には、金融機関等の審査があります（当資金取扱金融機関：大分銀行）
※４　独立行政法人農林漁業信用基金による信用保証制度が利用できます（原則80％保証）

（簿記記帳を行ってお
り、特に必要と認められ
る場合)

日本政策金融公庫資金（農林水産事業）に関する問い合わせ先 日本政策金融公庫大分支店　☎０９７－５３２－８４９１
〒870-0034　大分市都町２丁目１番１２号

（一定の要件を満たす場合は、
年間経営費の6/12又は粗収
益の6/12のいずれか低い額）



令和6年度版令和6年度版

大分県農林水産部

林業・木材産業制度資金のご案内林業・木材産業制度資金のご案内

災害復旧就業促進経営安定森林整備機械・施設の導入運転資金

実施したい事業内容

資金の目的

土地
森林

※1 国庫補助金の残額には利用できません　※2 各種要件があります　●利率は令和6年1月18日時点のものを掲載しています
◎本パンフレット掲載の内容について、法令等の改正により変更になっている場合がございます。最新の内容はお問い合わせください
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資金名

①林業・木材産業改善資金　※1 無利子

0.90～1.60

0.90・1.30

0.90・1.30

1.20・1.60

0.90～1.50

0.90・1.30

0.60～1.15

0.60～1.15

0.60～1.15

1.00 

1.00

無利子

0.60～1.00

1.00 

1.15 

1.00～2.15

1.00～1.35

1.00～2.15

1.15～1.35

0.65～1.10

0.60～0.85

実質無利子

無利子

10

1

1

1

1

1

1

30～55

15

20・25

20

30

30

25・35

20

10

20
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25

15

15・25

15

15
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3

－

－

－

－

－

－
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5
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20
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● ●
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●④特定災害対策緊急資金

⑤農山漁村女性・若者活動支援資金

②
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金

③
日
本
政
策
金
融
公
庫
資
金

据置
期間
(年以内)

償還
期間
(年以内)

貸付金利
(％)

事業経営
改善合理化
資金

木材高度
加工資金

木材安定
供給資金

林業経営
改善資金

林業基盤
整備資金

林業経営
育成資金

森林整備活性化資金

林業構造改善事業推進資金

農林漁業施設資金

振興山村・過疎地域経営改善資金

新規用途事業等資金

中山間地域活性化資金

農林漁業セーフティネット資金

素材生産等促進資金

新規需要創出資金

木材高度加工資金

林業経営高度化推進資金

伐採・造林一貫作業推進資金

木材安定供給資金

造林

樹苗養成施設

林道

利用間伐推進

伐採調整

森林取得 

育林 

生産方式合理化

※2

※2

※2

※2 ※2

林のみ

⑤農山漁村女性・若者活動支援資金（女性・若者）
　経営への参画や農林水産加工等の起業を目指す、女性や後継者の活動を支援する資金です 

農山漁村女性 ： 女性農林漁業者又はその組織する団体                  
農山漁村若者 ： 現に農林漁業を主たる職業とする生産者又は将来農林漁業経営を実質的に承継すると認
　　　　　　   められる後継者で１８歳以上５０歳未満

貸付対象者

貸付対象事業 貸付利率資金の種類 償還期間 据置期間 貸付限度額
作業環境整備等を行うのに必要な資金

女性活動資金

若者育成資金

生産物を調理・加工・飲食営業する施設､直売施設

後継者の農林漁業生産に係る必要な施設整備 (就業5年以内)※

農山漁村若者が居住する住宅の新築・増改築費用

結婚準備に必要な資金

無利子
１０年以内
（左記※に係る資
金は17年以内）

2年以内
（左記※に係る
資金は５年以内）（左記※に係る資金は個人1,800万円）

個人200万円
団体500万円

個人６００万円

個人15０万円

独立行政法人 農林漁業信用基金 の信用保証制度

資金に関するお問い合わせ

　林業・木材産業者が銀行等の融資機関から資金を借り入れる場合、一定の出資と保証料をお支払いいただくことにより、
農林漁業信用基金がその債務を保証する制度があります。　出資金は保証利用終了後に払い戻しができます

保証割合資金の種類 対象者 保証料率（注3） 出資額

○一般資金 ８０％保証 造林・育林・素材生産者・木材
産業者・林業種苗生産者等

０．２０％
～

１．８０％

０．1５％
～

１．３５％

一般資金

○林業・木材産業改善資金（転貸）
○木材産業等高度化推進資金
○合理化資金　○林業経営改善資金
○木材安定供給確保事業資金

原則
８０％保証
（注1）

造林・育林
素材生産者
木材産業者等

制度資金

保証額÷４５
（注2）

※１ 融資の際には、県の審査があります　※２ 大分県農業信用基金協会の保証等が必要です

（注１） 個別審査によっては、１００％保証が可能となる場合があります　　　　（注２） 令和6年1月18日現在の保証倍率
（注３） 保証料率は事業者の財務内容によります
※保証を受ける際には、農林漁業信用基金の審査があります。詳細は農林漁業信用基金、銀行等窓口でご相談ください
※１名以上の連帯保証人が原則必要です（法人は代表者を含みます）　※条件によっては無保証人保証とすることができます

独立行政法人農林漁業信用基金（林業信用保証制度）に関する問い合わせ先 ☎０３－３４３４－７８２５
〒105-6228 東京都港区愛宕２－５－１（愛宕グリーンヒルズMORIタワー２８階）

東部振興局　 農山漁村振興部　林業・木材・椎茸班
中部振興局 　農山漁村振興部　林業・木材・椎茸班
南部振興局　 農山漁村振興部　林業・木材・椎茸班
豊肥振興局 　農山村振興部　   林業・木材・椎茸班
西部振興局 　農山村振興部   　林業・木材・椎茸第一・二班
北部振興局 　農山漁村振興部　林業・木材・椎茸班
大分県農林水産部　 団体指導・金融課　
（株）日本政策金融公庫　大分支店
（独法）農林漁業信用基金（林業部門）　

☎０９７８－７２－０１５６
☎０９７－５０６－５７４６
☎０９７２－２２－０３９３
☎０９７４－６３－１１７４
☎０９７３－２２－２５８５
☎０９７８－３２－０６２２
☎０９７－５０６－３６１３
☎０９７－５３２－８４９１
☎０３－３４３４－７８２５

大分県農林水産
ポータルサイト 団体指導・金融課

◎最新の利率、内容等を大分県ホームページ「林業・木材産業制度資金のご案内」にてご覧いただけます


